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協議項目 ③ 工業振興関係助成（工業振興条例補助金交付） 関係項目  

調整方針（案） 

・工業振興のために、現在の事業を継続して支援していく。 
・補助率などの事業内容は、合併時、伊那市の例により統一する。 
 なお、過疎地域自立促進特別措置法の適用となるものは、工業振

興条例に一項目を加え、過疎地域自立促進特別措置法を適用する。 
・対象地域については、新市全体を考える中で見直しをしていく。 

協議結果 方針案のとおり 

関係資料 
 

 
○工業振興条例補助金交付金 

 
 伊那市 高遠町 長谷村 

対象地域 

工業団地 
都市計画工業専用地域 
準工業専用地域 
白地地域 

指定なし 

事業内容 

新たに工場等を新設・増

設した者に対し、固定資

産税に相当する額を補助

金として交付する。（基本

的には単年度であるが、

中部圏等に該当した場合

には３年間減免を受け

る） 

 過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第３

１条の規定に該当して企業を新設又は増設する場合には、当該固

定資産に対する固定資産税を工事完了後最も近い課税対象とな

る３年間各年度不均一課税とする。 
 上記によるもののほか、企業を新設又は増設した場合も同様 
（税率） 
  初年度 100 分の 0．7   
  ２年度 100 分の 0．98   
  ３年度 100 分の 1．12 
（指定の基準） 
１．投下固定資産の評価額が、新設の場合 1，000 万円以上、増

設の場合は増設部分の評価額が 600 万円以上 
２．俸給･給料・手当及び賞与の支払いを受け、通常の状態を持

って事業を継続するために必要な従事者 10 名以上を有するこ

と。 
※企業…物品の製造、加工若しくは修理その他の収益を目的とし

た営業を行うものをいう。 

 

 


